
広島市規則第６１号

令和８年５月２９日

一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここ

に公布する。

広島市長 松 井 一 實

一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規

則

一般職の職員の給与に関する条例施行規則（昭和２６年３月３０日広島

市規則第９３号）の一部を次のように改正する。

第７条第２号中「以上」の右に「（満１８歳に達する日後の最初の４月

１日から満２２歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある者に

あつては、年額１５０万円程度以上）」を加える。

第１０条の８第１項中「初日又は」を「初日、」に改め、「採用された

日」の右に「又は人事異動若しくは勤務場所の変更（次項において「人事

異動等」という。）があつた日」を加え、同条第２項中「人事異動」を

「人事異動等」に改める。

附 則

この規則は、令和８年６月１日から施行する。


